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論壇
1

は
じ
め
に

2
0
1
9
年
4
月
に
、
2
0

1
9
年
版
中
小
企
業
白
書
（
以

下「
2
0
1
9
白
書
」と
い
う
）

が
公
表
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
る

と
、
直
近
の
2
0
1
6
年
の
企

業
数
は
3
5
9
万
者
（
そ
の
内

訳
は
、
法
人
1
6
1
万
者
、
個

人
事
業
主
1
9
8
万
者
）
と
な

り
、
2
0
1
4
年
に
比
し
て
23

万
者
の
大
幅
な
減
少
と
な
っ

た
。
2
0
1
2
年
か
ら
2
0
1

4
年
で
は
、
4
万
者
の
減
少
で

あ
っ
た
こ
と
と
比
較
す
る
と
、

企
業
数
の
減
少
ス
ピ
ー
ド
が
上

が
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
減
少
の
内
訳
は
、従
業
員

数
5
名（
製
造
業
、建
設
業
等
で

は
20
人
）
以
下
の
小
規
模
企
業

の
減
少
が
20
万
者
と
最
も
大
き

い
。
更
に
こ
の
23
万
者
の
減
少

を
開
業
数
と
廃
業
数
に
区
分
し

て
み
る
と
、
開
業
数
20
万
者
に

対
し
て
、
廃
業
数
33
万
者
と
な

り
、
合
併
分
社
等
に
よ
る
そ
の

他
の
増
減
を
加
味
し
て
、
23
万

者
の
減
少
と
な
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
我
々
税
理
士
が
事

業
基
盤
と
し
て
い
る
小
規
模
事

業
者
数
の
減
少
に
拍
車
が
か
か

っ
て
お
り
、雇
用
の
7
割
、付
加

価
値
額
の
5
割
を
支
え
て
い
る

中
小
企
業
を
活
性
化
さ
せ
る
中

小
企
業
支
援
は
今
ま
さ
に
待
っ

た
な
し
の
状
況
と
な
っ
て
い
る
。

2

今
こ
そ
税
理
士
に
よ
る
「
社
会
起
業

家
精
神
」
を
発
揮
し
た
中
小
企
業
支

援
を

こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
処
す

る
た
め
に
、
東
京
税
理
士
会
に

お
い
て
も
令
和
元
年
度
事
業
計

画
の
重
点
施
策
の
3
番
目
と
し

て
、「
中
小
企
業
の
存
続
、
発

展
、
事
業
承
継
に
つ
い
て
積
極

的
に
諸
施
策
を
実
施
す
る
。」

こ
と
と
し
て
い
る
。
筆
者
も
、

そ
の
事
業
を
所
管
す
る
「
中
小

企
業
対
策
部
」
に
お
い
て
、
諸

施
策
の
検
討
と
迅
速
な
実
行
支

援
に
取
り
組
ん
で
い
る
が
、
関

係
諸
官
庁
や
地
域
金
融
機
関
等

か
ら
は
、
全
国
7
万
7
千
人
弱

の
大
き
な
専
門
家
集
団
で
あ
る

税
理
士
に
よ
る
積
極
的
な
中
小

企
業
支
援
を
期
待
し
、
我
々
の

取
組
み
を
注
視
し
て
い
る
の
が

現
実
で
あ
る
。

今
、
目
の
前
に
あ
る
社
会
的

困
難
に
対
し
て
、
我
々
が
や
ら

な
け
れ
ば
誰
が
や
る
の
か
と
い

う
使
命
感
を
も
っ
て
、
そ
の
問

題
解
決
に
献
身
的
に
取
り
組
み
、

社
会
に
貢
献
す
る
の
が
「
社
会

起
業
家
精
神
」
と
さ
れ
る
。

中
小
企
業
の
経
営
支
援
は
、

現
状
把
握
、
計
画
、
実
行
、
確

認
、
改
善
の
伴
走
型
の
支
援
が

必
要
と
な
る
が
、
顧
問
契
約
を

ベ
ー
ス
に
、
継
続
的
に
深
く
中

小
企
業
者
に
関
与
で
き
る
税
理

士
こ
そ
が
、
こ
の
伴
走
型
の
支

援
を
行
う
ベ
ス
ト
な
ポ
ジ
シ
ョ

ン
に
お
り
、
正
に
我
々
が
、「
社

会
起
業
家
精
神
」
を
発
揮
し

て
、
本
会
と
各
支
部
が
一
丸
と

な
っ
て
、
中
小
企
業
支
援
の
具

体
的
な
行
動
を
起
こ
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
。

3

中
小
企
業
の
財
務
デ
ー
タ
か
ら
考
え

る
中
小
企
業
支
援
の
具
体
的
方
向
性

今
般
の
2
0
1
9
白
書
で

は
、
過
去
の
中
小
企
業
白
書
で

は
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
大
規

模
な
財
務
デ
ー
タ
に
基
づ
く
中

小
企
業
の
実
態
調
査
結
果
を
公

表
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、

信
用
保
証
協
会
の
保
証
料
率
の

決
定
等
に
利
用
さ
れ
て
い
る

（
一
社
）
Ｃ
Ｒ
Ｄ
協
会
か
ら
年

間
約
1
0
0
万
社
の
財
務
デ
ー

タ
を
10
年
分
集
積
し
、
大
規
模

か
つ
詳
細
な
財
務
分
析
を
行
っ

て
い
る
。
こ
の
分
析
結
果
か
ら

は
、
今
後
、
我
々
税
理
士
が
、

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
中
小
企

業
支
援
を
行
っ
て
い
く
べ
き
か

の
多
く
の
示
唆
を
得
る
こ
と
が

で
き
る
。

①

既
存
企
業
へ
の
支
援

Ｃ
Ｒ
Ｄ
協
会
の
既
存
企
業

の
財
務
デ
ー
タ
に
よ
れ
ば
、

中
小
企
業
の
純
資
産
の
中
央

値
（
企
業
デ
ー
タ
を
最
小
値

か
ら
最
大
値
ま
で
並
べ
た
と

き
の
中
間
（
50
％
）
に
位
置

す
る
企
業
の
数
値
）
は
、
6

・
9
百
万
円
で
あ
り
、
下
位

25
％
の
企
業
群
が
債
務
超

過
、
最
上
位
か
ら
25
％
に
位

置
す
る
企
業
の
純
資
産
は
4

千
7
百
万
円
、
最
上
位
か
ら

10
％
に
位
置
す
る
企
業
の
純

資
産
は
2
億
2
千
万
円
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
2
0

1
6
年
の
中
小
企
業
の
法
人

数
は
約
1
6
0
万
社
で
、
こ

の
う
ち
経
営
者
の
年
齢
が
60

歳
以
上
の
企
業
割
合
は
約
50

％
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
事
業

承
継
支
援
に
お
い
て
、
事
業

承
継
税
制
の
特
例
措
置
に
よ

る
経
営
支
援
の
検
討
が
必
要

な
企
業
数
は
、
上
位
25
％
の

約
40
万
社
の
半
数
の
約
20
万

社
と
な
り
、
特
に
上
位
10
％

の
約
16
万
社
の
半
数
の
約
8

万
社
に
つ
い
て
は
具
体
的
な

対
策
が
必
要
で
あ
る
と
推
定

さ
れ
る
。
ま
た
、
営
業
利
益

の
状
況
を
見
て
み
る
と
、中

央
値
は
、1
・
1
百
万
円
で

あ
り
、
中
央
値
よ
り
下
位
の

企
業
群
は
赤
字
企
業
と
な
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
中
小
企

業
の
法
人
約
1
6
0
万
社
の

う
ち
、
約
80
万
社
に
対
し
て

は
、
売
上
の
拡
大
や
経
費
の

削
減
な
ど
に
よ
る
経
営
改
善

支
援
が
急
務
で
あ
る
こ
と
が

推
定
さ
れ
る
。

上
記
を
整
理
す
る
と
、
既

存
中
小
企
業
に
対
す
る
経
営

支
援
の
方
向
性
と
し
て
は
、

中
央
値
以
下
50
％
の
企
業
群

に
つ
い
て
は
、
赤
字
脱
却
等

の
経
営
改
善
支
援
が
必
要
で

あ
り
、
上
位
25
％
の
企
業
群

に
つ
い
て
は
事
業
承
継
税
制

に
よ
る
支
援
や
積
極
的
な
成

長
支
援
が
、
ま
た
中
央
値
か

ら
上
位
25
％
ま
で
の
企
業
群

に
つ
い
て
は
、
設
備
投
資
や

Ｉ
Ｔ
を
活
用
し
た
生
産
性
の

向
上
等
な
ど
に
よ
る
経
営
力

の
強
化
支
援
策
の
優
先
順
位

が
高
い
と
推
定
さ
れ
る
。

②

事
業
引
継
ぎ
及
び
廃
業

支
援

2
0
1
9
白
書
に
よ
れ

ば
、
廃
業
企
業
の
借
入
金
の

整
理
状
況
に
つ
い
て
、
約
10

％
の
企
業
群
が
廃
業
時
に
お

い
て
も
借
入
金
を
整
理
で
き

て
お
ら
ず
、
そ
の
理
由
の
ト

ッ
プ
が
「
債
務
超
過
で
あ
っ

た
た
め
完
済
が
困
難
で
あ
っ

た
」
と
回
答
し
て
い
る
。
2

0
1
4
年
か
ら
2
0
1
6
年

の
間
に
33
万
者
が
廃
業
し
て

お
り
、
1
年
平
均
で
16
・
5

万
者
の
廃
業
者
に
対
し
て
、

こ
の
10
％
を
あ
て
は
め
る

と
、
約
1
・
6
万
者
に
つ
い

て
廃
業
後
も
借
入
金
を
残
し

て
い
る
こ
と
と
な
る
。
2
0

1
8
年
10
月
よ
り
日
本
税
理

士
会
連
合
会
で
は
、
後
継
者

が
い
な
い
等
の
理
由
に
よ
り

事
業
を
継
続
す
る
こ
と
が
困

難
な
事
業
者
で
、
事
業
の
引

継
ぎ
を
希
望
す
る
事
業
者
を

支
援
す
る
た
め
に
「
担
い
手

探
し
ナ
ビ
」
に
よ
る
事
業
や

会
社
の
引
継
ぎ
支
援
に
取
り

組
ん
で
い
る
。
こ
の
仕
組
み

を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、

会
社
や
設
備
等
の
売
却
に
よ

る
資
金
化
を
実
現
さ
せ
、
廃

業
後
も
借
入
金
が
残
っ
て
し

ま
う
よ
う
な
事
業
者
の
支
援

の
一
助
と
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。

③

創
業
支
援

2
0
1
9
白
書
に
よ
れ

ば
、
2
0
1
2
年
か
ら
2
0

1
4
年
の
間
に
26
万
者
が
開

業
し
、
50
万
者
が
廃
業
し
、

2
0
1
4
年
か
ら
2
0
1
6

年
の
間
に
20
万
者
が
開
業

し
、
33
万
者
が
廃
業
し
て
い

る
。
こ
の
開
業
企
業
と
廃
業

企
業
の
雇
用
へ
の
イ
ン
パ
ク

ト
は
、
2
0
1
2
年
か
ら
2

0
1
6
年
の
間
で
は
、
企
業

の
廃
業
に
よ
り
5
0
3
万
人

の
雇
用
が
失
わ
れ
た
が
、
企

業
の
開
業
に
よ
り
3
5
6
万

人
の
雇
用
が
創
出
さ
れ
て
お

り
、
廃
業
に
よ
り
減
少
し
た

雇
用
の
約
7
割
以
上
を
開
業

に
よ
り
回
復
で
き
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。

中
小
企
業
者
数
の
減
少
に

歯
止
め
を
か
け
、
新
し
い
企

業
の
流
入
に
よ
り
経
済
を
活

性
化
さ
せ
る
た
め
、
今
後
も

継
続
的
か
つ
積
極
的
な
創
業

支
援
の
取
組
み
が
重
要
で
あ

る
。

4

金
融
行
政
の
改
革
と
税
理
士
に
よ
る

中
小
企
業
の
資
金
繰
り
実
態
に
適
応

し
た
金
融
支
援
の
重
要
性

金
融
機
関
に
よ
る
中
小
企
業

へ
の
金
融
仲
介
機
能
は
、
中
小

企
業
が
安
定
的
な
経
常
運
転
資

金
を
確
保
し
、
前
向
き
な
投
資

資
金
を
調
達
す
る
た
め
に
不
可

欠
な
も
の
で
あ
る
。
現
在
、
金

融
庁
に
お
い
て
は
、
2
0
1
8

年
6
月
に
「
金
融
検
査
・
監
督

の
考
え
方
と
進
め
方
（
検
査
・

監
督
基
本
方
針
）」
を
公
表

し
、
2
0
1
9
年
4
月
を
目
途

と
し
た
金
融
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル

の
廃
止
を
含
め
、
抜
本
的
な
金

融
行
政
の
見
直
し
を
進
め
て
い

る
。
従
来
の
金
融
行
政
は
、
金

融
危
機
後
の
金
融
シ
ス
テ
ム
安

定
の
た
め
に
、
1
9
9
9
年
以

降
、
長
き
に
わ
た
り
、
金
融
検

査
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
よ
る
貸
出
債

権
の
自
己
査
定
や
償
却
・
引
当

の
適
正
性
を
検
証
し
、
最
低
自

己
資
本
比
率
を
確
認
す
る
こ
と

が
優
先
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、

顧
客
の
事
業
性
で
は
な
く
担

保
、
保
証
を
重
視
す
る
「
形
式

へ
の
集
中
」
や
、
過
去
の
バ
ラ

ン
ス
シ
ー
ト
評
価
を
重
視
す
る

「
過
去
へ
の
集
中
」、
金
融
機

関
が
対
処
す
べ
き
全
体
リ
ス
ク

よ
り
も
、
個
別
債
権
の
自
己
査

定
を
重
視
す
る
「
部
分
へ
の
集

中
」
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
当

局
の
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
金

融
行
政
の
改
革
を
進
め
て
い

る
。金

融
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
重

視
し
た
金
融
機
関
の
融
資
行
動

の
結
果
、
以
下
の
よ
う
な
弊
害

が
顕
在
化
し
た
。

①

過
去
に
は
一
般
的
で
あ

っ
た
経
常
運
転
資
金
へ

の
短
期
継
続
融
資
が
、

金
融
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル

に
照
ら
し
て
、
短
期
コ

ロ
ガ
シ
融
資
と
し
て
貸

出
条
件
緩
和
債
権
に
認

定
さ
れ
る
リ
ス
ク
を
避

け
る
た
め
に
、
元
本
返

済
付
の
証
書
貸
付
へ
の

転
換
が
図
ら
れ
た
。
そ

の
結
果
、
中
小
企
業
の

資
金
繰
り
が
大
幅
に
悪

化
し
、
結
果
と
し
て
中

小
事
業
者
の
金
融
負
債

の
増
加
を
も
た
ら
し
た

こ
と

②

中
古
資
産
の
取
得
に
伴

う
融
資
期
間
の
判
断
に

お
い
て
、
法
定
耐
用
年

数
を
ベ
ー
ス
と
し
た
残

存
耐
用
年
数
を
融
資
期

間
と
す
る
こ
と
に
よ

り
、
資
金
繰
り
の
圧
迫

に
つ
な
が
っ
た
こ
と

こ
れ
ら
の
弊
害
を
解
決
す
る

た
め
に
、
金
融
庁
は
、
チ
ェ
ッ

ク
リ
ス
ト
方
式
の
金
融
検
査
マ

ニ
ュ
ア
ル
を
廃
止
し
、
金
融
機

関
に
、
健
全
な
金
融
仲
介
機
能

を
発
揮
す
る
た
め
の
自
主
的
な

創
意
工
夫
を
促
す
こ
と
と
し
て

い
る
。
今
後
、
金
融
機
関
は
、

金
融
当
局
が
策
定
し
た
ル
ー
ル

ベ
ー
ス
の
融
資
行
動
か
ら
、
中

小
企
業
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
を
深
め
る
こ
と
に
よ
り
、

「
中
小
企
業
の
資
金
繰
り
実
態

に
適
合
し
た
金
融
仲
介
機
能
」

を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
中

小
企
業
の
減
少
に
歯
止
め
を
か

け
、
中
小
企
業
の
活
力
を
回
復

さ
せ
る
中
小
企
業
支
援
が
求
め

ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

こ
こ
に
、
税
理
士
が
金
融
機

関
と
連
携
し
て
金
融
支
援
に
取

り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理

由
が
存
在
し
て
い
る
。
な
ぜ
な

ら
ば
、
我
々
税
理
士
は
、
日
々

の
経
営
指
導
を
通
じ
て
、
誰
よ

り
も
深
く
中
小
企
業
の
資
金
繰

り
の
実
態
を
理
解
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
今
後
、
我
々
税
理

士
は
、
経
常
運
転
資
金
に
つ
い

て
は
短
期
継
続
借
入
金
、
設
備

投
資
資
金
に
つ
い
て
は
購
入
資

産
の
適
正
な
耐
用
年
数
に
応
じ

た
長
期
借
入
金
へ
の
組
み
替
え

を
検
討
す
る
な
ど
、
民
間
並
び

に
公
的
金
融
機
関
と
連
携
し

て
、
中
小
企
業
の
資
金
繰
り
改

善
支
援
や
経
営
改
善
支
援
に
取

り
組
む
こ
と
が
重
要
と
な
る
。

5

お
わ
り
に

我
々
税
理
士
は
、
税
理
士
法

に
お
い
て
、
申
告
納
税
制
度
の

理
念
に
そ
っ
て
納
税
義
務
者
の

信
頼
に
こ
た
え
、
納
税
義
務
の

適
正
な
実
現
を
図
る
こ
と
を
使

命
と
し
、
税
務
代
理
、
税
務
相

談
等
の
法
定
業
務
を
行
う
こ
と

を
業
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
の
大
前
提
と
し
て
、
活
力
あ

る
中
小
企
業
が
存
続
で
き
な
け

れ
ば
、
そ
の
業
す
ら
行
う
こ
と

が
で
き
な
い
。
少
子
化
に
よ
る

マ
ー
ケ
ッ
ト
の
縮
小
、
生
産
年

齢
人
口
の
減
少
に
よ
る
人
手
不

足
の
深
刻
化
等
を
受
け
て
、
経

営
資
源
の
限
ら
れ
た
中
小
企
業

が
経
営
に
お
い
て
試
行
錯
誤
を

行
う
チ
ャ
ン
ス
は
ま
す
ま
す
限

定
さ
れ
て
く
る
。
こ
の
限
ら
れ

た
チ
ャ
ン
ス
を
活
か
す
に
は
、

我
々
税
理
士
が
「
社
会
企
業
家

精
神
」
を
発
揮
し
て
、
中
小
企

業
を
支
援
す
る
以
外
に
無
い
と

考
え
る
。

税
理
士
に
よ
る「
社
会
起
業
家
精
神
」を

発
揮
し
た
中
小
企
業
支
援
の
重
要
性

湊 義和
【麹町】
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